
市・県民税　国民健康保険税　申告相談のお知らせ

会場：市役所多目的ホール棟

会場：安代総合支所１階打合室

　期間後半になるにつれ、混雑することが予想されます。指
定日に都合が悪い人や還付申告の人は、指定日以外の地区
でも構いませんので、早めの受け付けに協力してください。

受付時間 午前９時～11時 午後1時～３時

２月 14日 ㈬ 駅前一区・駅前二区 上町・仲町

15日 ㈭ 五百森 渋川・渋川開拓・白屋

16日 ㈮ 金沢・温泉郷 安比高原・畑・柏台

19日 ㈪ 下町二区 下町一区・下町三区

20日 ㈫ 松川・雇用促進（西根） 山後・岡村

21日 ㈬ 山子沢・大石平・中関 北村

22日 ㈭ 両沼 野駄

25日 ㈰ 指定日に来られない人（全地区）

26日 ㈪ 北寄木 上寄木・上野駄

27日 ㈫ 南寄木（中郡・鹿野） 南寄木（立石・関口）

28日 ㈬ 寄木新田 舘腰・高宮

29日 ㈭ 中村・間羽松 町組・薬師

３月1日 ㈮ 上平笠・中平笠 下平笠・南平笠

３日 ㈰ 指定日に来られない人（全地区）

４日 ㈪ 大花森・中沢・前森 松尾

５日 ㈫ 東・大久保・共新 小福田・大泉・駅前

６日 ㈬ 松久保・山崎・堀切 わし森・椛沢・笹目

７日 ㈭ 中松尾 時森・小屋の沢

８日 ㈮ 寺田・帷子 寺田新田・野口

11日 ㈪ 土沢・若谷地・川原目・上関 荒木田・舘沢

12日 ㈫

指定日に来られない人（全地区）
13日 ㈬
14日 ㈭
15日 ㈮

受付時間 午前９時～11時 午後1時～３時

２月 15日 ㈭ 畑１区（赤坂田） 畑１区（星沢・黒沢・寄木）

16日 ㈮ 舘市・兄畑 兄川・日瀬通

19日 ㈪ 畑２区（扇畑・松木田・小屋畑） 五日市３区・五日市４区

20日 ㈫ 田山上 田山下

21日 ㈬ 五日市１区 五日市２区

22日 ㈭ 浅沢第１

26日 ㈪ 浅沢第２ 新町中央

27日 ㈫ 折壁・石名坂 愛の山・新興矢神

28日 ㈬ 曲田横間 荒屋

29日 ㈭ 秋葉 細野・豊畑

３月1日 ㈮ 栗木田・杉沢・平長・苗石田 荒屋新町
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ず
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人
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知っていますか
事業所得が生じる
業務を行うすべて
の白色申告者は、
帳簿を備え付け、
収入金額や必要経
費について記帳す
る 必 要 が あ り ま
す。帳簿の保存期
間はその種類に応
じ、最大７年間と
なります。

５　申告相談受け付けの日程

さ
れ
て
い
る
人
は
、
申
告
が
必
要
）

が
悪
い
人
は
来
場
を
控
え
て
く
だ
さ
い
）。

盛岡税務署では、申告書作成会場を次の通り開設
します。相談内容が複雑な申告（青色申告や新規
の住宅ローン控除など）は市で受け付けできませ
んので、同会場を利用してください。
■期間　２月16日㈮から３月15日㈮までの平日と
２月25日㈰
■時間　午前９時から午後４時まで
■会場　アイーナ７階
■入場整理券　会場での当日配布とLINEによる

事前発行があります。LINEによる事前発行は２
月上旬の利用開始を予定しています。
※入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場を
お願いする場合があります。
■申告書作成会場では、自身のスマートフォンや
タブレットなどを使用して申告書を作成します。
マイナンバーカードを所有している人はカード

（暗証番号含む）を持参してください。
■問い合わせ先　同署（☎019-622-6141）

国税庁 LINE 公式アカウント　▷▷▷盛岡税務署が開設する申告書作成会場
QRコードから国税庁 LINE アカウントを読み取り追加

マイナンバーカード 　 e -Taxで
確定申告がさらに便利に

スマートフォンなどからマイナン
バーカードを使い、国税庁ウエブサ
イトにアクセス。簡単に確定申告書
が作成・提出できます。
国税庁の確定申告
書等作成コーナー
にアクセス▷▷▷

確定申告書等作成コーナー

入場整理券アイーナは が必要
×

※
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。
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が
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訳
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ど
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控
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受
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詳
し
く
は
、
１
月
25
日
㈭
の
行
政
連
絡
員
回
り
で
全
戸
配
布
す
る「
市
・
県
民
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健
康
保
険
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。

■
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
市
民
税
係（
☎
・
内
線
１
１
２
４
）

２
月
14
日
㈬
か
ら
３
月
15
日
㈮
ま
で

始
ま
り
ま
す

始
ま
り
ま
す

の
申
告
相
談

の
申
告
相
談

２
月
14
日
㈬
か
ら
始
ま
る
申
告
受
け
付
け
の
日
程
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

準備はお早めに準備はお早めに準備はお早めに

税
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